
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家を所有の男性からの相談 

相談者のＡさんは、某市内に空き

家を所有していた。知り合いのＢか

らその空き家を貸してくれと頼ま

れ、賃貸する方向で話を進めていた

が、Ｂから送られてきた賃貸契約書

の内容がとても納得できるものでは

なかったため、署名押印をすること

なく放置していた。その後、ＢはＡ

さんに相談等することなく、Ｇに転

貸し、Ｇが家族で居住しはじめた。

事後ではあるが転貸しについてＡさ

んは承諾をした。また、Ｇが入居す

るにあたりＡさんの承諾をとること

なく、勝手にリフォームをし、Ｂと

Ｇからリフォーム費用として数百万

円を請求されたが、これも放置して

いる。家賃については、毎月支払わ

れていたが、最近、Ｇという男が逮

捕されたことから反社会的勢力の人

間であることが分かった。Ｇに出て

いってもらうには、どのようにした

らら良いか。 

・署名等はしてない契約書には、暴

力団等の排除条項が導入されてい

ない様式のものである。 

・表明・確約書も導入されていな

い。 

・Ｇは入居後、付近住民とのトラブ

ルはなく、苦情なども入っていな

い。 

ことなどが分かり、弁護士からのア

ドバイス等が受けられる「無料法律

相談」を勧めた。 

Ａさんは、当センターが岐阜県弁

護士会に委託しているミンボー弁護

士による無料法律相談を受け、 

・合意のない賃貸契約は有効でな  

 い 

・生活に必要な部分のリフォーム

は、民法の原則では貸主負担で

あるが、リフォームの明細を出

させて必要性を検討する。 

等のアドバイスを受け、後日、ミン

ボー弁護士にＧの退去に関する委任

を行いました。

     暴 追 だ よ り 
           （公財）岐阜県暴力追放推進センター 
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相談事例から 

【相談の概要】 

【事実確認など】 

【無料法律相談】 



不動産業者からの情報提供 

警察から電話で「最近、賃貸マン

ションの空き室の郵便受けを無断で

使い、レターパックなどで騙し取っ

た商品を送らせる詐欺事件が発生し

ている。あなたの会社が管理してい

る賃貸マンションの○○号室は、空

き部屋となっていると思いますが、 

○○号室の郵便ポストにレターパッ

クが来ていないか確認してほしい」

と依頼があり、確かに○○号室は空

き部屋となっているはずであると思

いながら、郵便受けを見にいったと

ころ、数通のレターパックが配達さ

れていました。当社が管理している

賃貸マンションの空き部屋の郵便受

けが犯罪に悪用されていたようで

す。 

暴追センターから空き部屋や空き

家を管理等している方々に注意喚起

をして頂けないでしょうか。と依頼

がありましたので、ここで紹介させ

ていただきました。 

空き部屋等が悪用されたケース 

 ・賃貸マンションの空き部屋のメ

ーターボックスなどに保管され

た、内見用の合鍵を利用して空き

部屋に侵入し、住人になりすまし

ます。詐欺によって得た現金をそ

の空き部屋に郵便や宅配便で送付

するように指示し受け取る。 

特殊詐欺で騙し取った現金のほ

かに違法薬物の受け渡しにも悪用

される。 

 ・賃貸マンションの空き部屋の郵

便受けに勝手に会社名を書いたシ

ールなどを貼り、入居しているか

のように装い、郵便などで騙し取

った現金や特殊詐欺で使うための

預金通帳、キャッシュカードなど

を受け取る。 

対策は 

 ・郵便受けに「投函禁止」などの

ステッカーを貼るなどして、物理

的に使用できない状態にしてお

く。 

 ・入居者に対しても空き室が犯罪

に悪用されるケースがあること

を知ってもらい。空き室なのに

荷物が届いているなど不審なこ

とがあったら連絡をしてもらう

ように依頼しておく。 

 ・防犯カメラを設置することで、

このマンションは、防犯意識が

高い物件だと思わせることが重

要。 

 

賃貸マンションなどの集合住宅の

みが詐欺などの犯罪に悪用されると

は限りません。一軒家の空き家でも

悪用される危険性がありますので、

所有や管理している空き室、空き家

の防犯対策を行ってください。

空き部屋は大丈夫ですか？ 

空き部屋

はあるか 

ご用件は 



 

 

 

 

開催日時 毎週水曜日 午後２時～午後４時 

開催場所 岐阜市小柳町 18-3 暴追センタービル２階 

     （岐阜中警察署柳ケ瀬地区特別警戒所の上） 

     ミンボー弁護士２名と当センター相談委員が対応します。 

予約制ですので、当センター 

      電話番号 ０５８‐２７７－１６１３ 

      ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０８００-２００-８９３０  

までお電話をください。 

 

 

 

 

９月２８日（木曜日）、飛騨市の古

川町総合会館で「第 16回飛騨市暴力

追放大会」が開催され、同協議会会

長の飛騨市長をはじめ同協議会役員

及び市民等約４０名が参加されまし

た。記念講演では、当センターの専

務理事が「不当要求に立ち向かうた

めの心得」と題した講演を行い、反

社会的勢力やハードクレーマーから

の不当要求に毅然と立ち向かう意識

を再確認しました。

無料法律相談（暴力追放相談）の案内 

飛騨市暴力追放推進協議会総会の開催 



９月２３日（土曜日）、柳ケ瀬商店

街で「今年もやってきましたジュラ

シックアーケード」が開催されまし

た。 

毎回数万人のファミリーが訪れる

このイベントの機会に柳ケ瀬地区暴

力追放推進協議会、岐阜中署、岐阜

県弁護士会、ミンボー弁護士及び当

センターで暴力団排除のチラシ、グ

ッズなどを配布いたしました。 

この日は、天候にも恵まれ、新型

コロナウイルス感染症に伴う各種制

限も解除となり、恐竜の数も全９体

と過去最大級の規模となったことか

ら、多くの方が柳ケ瀬通に訪れ用意

したチラシなどはアッという間に配

り終えてしまいました。

 

 

 

 

令和５年度全国暴力追放運動標語募集に係る、岐阜県の審査結果をお知らせし

ます。 

 

    もうかるよ いい話には うらがある  一般 

 

  ちょっとまて！ 楽にかせげる？ 信じるな  高校生 

 

 知らないの そのバイトには 毒がある  一般 

 

沢山のご応募ありがとうございました。また来年度も沢山のご応募をお待ちし

ております。 

 

 ちょっと早いですが、第３２回暴力追放岐阜県民大会の開催予定を連

絡します。 

 開催日時  令和６年７月１８日 木曜日 午後１時３０分から 

 開催場所  羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地 

       不二羽島文化センター スカイホール 

標語募集の審査結果 

ジュラシックアーケードで暴排広報 

金 

銀

゜ 

銅

゜ 


